
　
町
で
は
、
松
く
い
虫
防
除
対
策
の

一
環
と
し
て
６
月
21
日（
水
）に
空
中

散
布
お
よ
び
無
人
ヘ
リ
散
布（
１
回

目
）を
、
７
月
12
日（
水
）に
無
人
ヘ

リ
散
布（
２
回
目
）を
実
施
し
ま
し
た
。

　
散
布
周
辺
地
域
の
大
気
中
の
農

薬
成
分
を
測
定
す
る
た
め
、
町
内

４
箇
所
で
安
全
確
認
調
査（
気
中
濃

度
）を
行
い
、
そ
の
調
査
結
果
は
左

表
の
と
お
り
で
す
。

調
査
農
薬
成
分

チ
ア
ク
ロ
プ
リ
ド（
薬
剤
名…

エ

コ
ワ
ン
３
フ
ロ
ア
ブ
ル
）

調
査
箇
所

・
空
中
散
布（
１
箇
所
あ
た
り
８
回
）

苅
屋
原
広
場

上
平
区
民
会
館

さ
か
き
千
曲
川
バ
ラ
公
園（
中
之
条
）

・
無
人
ヘ
リ
散
布（
８
回
）

苅
屋
原
広
場

測
定
方
法

航
空
防
除
農
薬
環
境
影
響
評
価
検

討
会
報
告
書（
平
成
９
年
12
月
、

環
境
庁
水
質
保
全
局
）に
準
じ
る
。

測定調査時期

散布４日後

調 査 結 果

散布２日後

苅屋原 上 平 中之条

　調査した４地点32検体すべてが、
国の基準である濃度評価値（60
μｇ／㎥）を下回る定量下限値
（0.05μｇ／㎥）未満でした。

◎問い合わせ先　商工農林課農林整備係
　　　　　　　　☎82－3111（内線155）直通75－6207

空
中
散
布
・
無
人
ヘ
リ
散
布
に
お
け
る

安
全
確
認
調
査（
気
中
濃
度
）結
果

日中

散布中

散布直後

日中

早朝

日中

日中

日中

散布翌日

散布当日

散布前日

苅屋原
空 中 散 布 無人ヘリ散布

※空中散布および無人ヘリ散布の実施内容や調査結果に
ついて、詳しくは下記までお問い合わせください。

住 民 基 本台 帳 の 閲 覧状 況
　住民基本台帳（住所、氏名、生年月日、性別）の閲覧は、公用・公益上必要と認められる場合に限られており、
閲覧状況を公表するように定められています。令和５年７月１日から９月30日までの閲覧状況は次のとおりです。

閲覧日 閲覧者 対象者および抽出人数閲覧目的

◎問い合わせ先　住民環境課住民係　☎82－3111（内線122）　直通75－6204

７月４日

７月７日

新地区

横町区

敬老会名簿作成

敬老祝該当者の名簿作成

新地区民

75 歳以上の横町区民

４人

78 人

75 歳以上および平成 23 年４月２日～
令和２年４月１日生まれの金井区民

7月 19 日

7月 19 日

８月２日

８月７日

８月 17 日

８月 18 日

８月 25 日

８月 30 日

８月 31 日

９月 20 日

９月 21 日

９月 22 日

上五明区

南日名区

月見区

御所沢区

鼠区

泉区

上平区

中之条区

入横尾区

立町区

立町区

金井区

敬老祝金該当者の名簿作成

敬老会該当者の確認

敬老祝該当者の名簿作成

敬老祝金該当者の名簿作成

敬老会名簿作成

敬老会名簿作成

敬老会名簿作成

区民名簿作成

高齢者祝賀事業該当者の名簿作成

敬老会名簿作成

敬老会名簿作成

育成会保険加入者確認

上五明区民

南日名区民

75 歳以上の月見区民

御所沢区民

鼠区民

泉区民

上平区民

中之条区民

昭和 23 年生まれまでの入横尾区民

立町区民

立町区民

金井区民

99 人

264 人

144 人

71 人

16 人

76 人

171 人

13 人

７人

12 人

１人

３人

７月 10 日 金井区 敬老対象者および夏祭り名簿作成 45 人

　　
狂
犬
病
は
、世
界
の
広
い
地
域

で
発
生
し
て
い
る
、人
と
動
物
に
共

通
し
た
病
気
で
す
。日
本
に
お
い
て

も
、平
成
18
年
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
犬

に
咬
ま
れ
、帰
国
後
発
症
し
死
亡
し

た
事
例
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
狂
犬
病
は
、感
染
後
、発
症
す
る

と
治
療
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、

飼
犬
に
予
防
注
射
を
す
る
こ
と
で
発

症
を
予
防
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

飼
犬
を
狂
犬
病
か
ら
守
る
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
、飼
い
主
自
身
や
家
族
、近

隣
の
住
人
や
他
の
動
物
へ
の
感
染
を

予
防
で
き
ま
す
。

　狂
犬
病
予
防
法
に
よ
り
、生
後
91

日
以
上
の
犬
に
は
、飼
犬
の
登
録
と

年
１
回
の
狂
犬
病
予
防
注
射
が
義
務

付
け
ら
れ
て
お
り
、室
内
で
飼
っ
て

い
る
犬
に
つ
い
て
も
登
録
と
注
射
が

必
要
で
す
。

　こ
れ
ら
の
手
続
き
が
済
ん
で
い
な

い
飼
い
主
は
、20
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
せ
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、今
年
度
ま
だ
注
射
を
受
け
て
い

な
い
犬
に
は
、必
ず
早
め
に
受
け
さ

せ
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、飼
犬
の
登
録
は
住
民
環
境

課
や
町
内
・
千
曲
市
の
動
物
病
院
で

受
け
付
け
て
い
ま
す
。（
登
録
手
数

料
３
，０
０
０
円
が
必
要
で
す
。）

※

交
付
さ
れ
た
鑑
札
と
狂
犬
病
予
防

注
射
済
票
は
犬
に
着
け
て
お
き

ま
し
ょ
う
。

　動
物
愛
護
管
理
法（
動
物
の
愛
護

及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
）の
改
正

に
よ
り
、令
和
４
年
６
月
１
日
か
ら

犬
猫
等
販
売
業
者
が
販
売
す
る
犬
猫

に
対
し
て
、マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
装
着

が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。ブ
リ
ー

ダ
ー
や
ペ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
等
で
購
入

し
た
犬
や
猫
に
は
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ

が
装
着
さ
れ
て
お
り
、飼
い
主
に
な

る
際
に
、ご
自
身
の
情
報
に
変
更
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す（
変
更
登
録
）。

な
お
、一
般
の
飼
い
主
等
の
犬
猫
へ

の
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
装
着
は
努
力
義

務
で
す
。マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
を
装
着

し
た
場
合
に
は
、指
定
登
録
機
関

（（
公
社
）日
本
獣
医
師
会
）に
犬
の

情
報
や
所
有
者
の
情
報
を
登
録
す
る

こ
と
が
義
務
と
な
り
ま
す
。ま
た
、

既
に
登
録
さ
れ
て
い
る
情
報
に
変
更

が
生
じ
た
場
合
に
も
、登
録
情
報
の

変
更
手
続
き
が
必
要
で
す
。詳
し
く

は
、犬
と
猫
の
マ
イ
ク
チ
ッ
プ
情
報

登
録
の
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

☎
０
３―

６
３
８
４―

５
３
２
０

（
受
付
時
間 

月
〜
土
曜
日
の
午
前
９

時
〜
午
後
６
時
）

　犬
が
死
亡
し
た
時
や
犬
の
所
有
者
、

所
在
地
な
ど
が
変
更
に
な
っ
た
時
は
、

住
民
環
境
課
に
届
け
出
を
お
願
い
し

ま
す
。ま
た
、葛
尾
組
合
で
は
、犬
・

猫
な
ど
の
ペ
ッ
ト
の
火
葬
を
行
っ
て

い
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　葛
尾
組
合

　
☎
８
２―

２
３
４
９

　猫
は
、病
気
や
事
故
、怪
我
予
防
の

た
め
、屋
内
飼
育
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、飼
い
主
の
い
な
い
猫
に
よ
る

被
害
の
改
善
の
た
め
に
は「
地
域
猫

活
動
」が
有
効
で
す
。

　「
地
域
猫
活
動
」と
は
、責
任
を

も
っ
て
エ
サ
や
ト
イ
レ
を
管
理
す
る

方
が
地
域
の
生
活
環
境
を
保
ち
つ
つ
、

不
妊
去
勢
手
術
を
施
し
て
、一
代
限

り
の
命
を
地
域
で
見
守
る
活
動
で
す
。

　
具
体
的
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◆
時
間
と
場
所
を
決
め
て
エ
サ
を
与

　
え
、済
ん
だ
ら
す
ぐ
に
片
付
け
る

◆
猫
ト
イ
レ
を
設
置
し
て
し
つ
け
る

◆
不
妊
去
勢
手
術
を
施
し
て
増
え
な

　
い
よ
う
に
す
る

◆
フ
ン
の
片
付
け
を
す
る
な
ど
、地
域

　
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
努
め
る

　
町
内
で
は
、助
言
や
不
妊
去
勢
手

術
の
た
め
の
捕
獲
な
ど
、「
地
域
猫

活
動
」を
サ
ポ
ー
ト
す
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
団
体
が
活
動
し
て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
住
民
環
境
課
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　道
路
・
公
園
な
ど
の
公
共
の
場
所

や
他
人
の
土
地
な
ど
に
犬
や
猫
の
フ

ン
や
尿
が
放
置
さ
れ
る
苦
情
が
多
数

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
自
宅
の
敷
地
内
で
フ
ン
を
す
る
よ

う
に
し
つ
け
、犬
の
散
歩
の
際
は
、

ス
コ
ッ
プ
、袋
、水
を
入
れ
た
ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
な
ど
を
持
参
し
、他
人
の

土
地
や
公
共
の
場
所
を
汚
さ
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

住
民
環
境
課
環
境
保
全
係

　
☎
８
２―

３
１
１
１（
内
線
１
２
５
）

　
直
通
７
５―

６
２
０
４

　犬
・
猫
な
ど
の
ペ
ッ
ト
は
、私
た
ち
の
生

活
に
潤
い
と
安
ら
ぎ
を
も
た
ら
し
て
く
れ

ま
す
。そ
の
一
方
で
、ペ
ッ
ト
の
鳴
き
声
な

ど
に
よ
る
近
隣
と
の
ト
ラ
ブ
ル
や
フ
ン
の

処
理
に
対
す
る
苦
情
な
ど
も
多
く
寄
せ
ら

れ
て
い
ま
す
。

　飼
い
主
の
皆
さ
ん
は
、責
任
を
持
っ
て
し

つ
け
を
し
、人
と
動
物
が
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
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